
 

令和７年度まちづくり補助金の制度創設等の決定について  

 

　上三川町補助金等基本条例第９条に規定するまちづくり補助金の制度創設

及び制度利用の決定について、上三川町補助金等基本条例施行規則第２１条第

１号の規定により別紙のとおり公表します。  

 

　　令和８年４月１日 

 

上三川町長　　星 野　光 利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上三川町企画課財政係 

電話：0285-56-9119


